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第２章 
共通評価項目第 2版の研究結果と第 3版への改訂 

 
はじめに 

前章に共通評価項目初版の成立過程、初版

から第 2版への改訂のプロセスについて記し

た。2009年に始まる共通評価項目の信頼性と

妥当性に関する研究では、第 2版の各中項目

ならびに小項目に関し、項目ごとに信頼性と

妥当性の検証を重ねてきた。これまでの研究

の一覧を表 1に示す。 

研究結果の詳細は総括研究報告書 1)に示す

が、これまでの研究結果 1)～17)から共通評価項

目第２版の各項目は以下のように分類するこ

とができる。 

①A)評定者間信頼性が十分な項目と、 

B)アンカーポイントや出現頻度の問題

から評定者間信頼性が低い項目。 

②A)基準関連妥当性ないし収束妥当性を

調べることができ、妥当性の傍証が得ら

れた項目と、 

B)調べることができた結果、妥当性に疑

問のある項目、 

C)妥当性の指標として適切な尺度がな

くて調べられなかった項目。 

③A)17項目合計点との相関が高い項目と、 

B)尺度全体の内的整合性を下げる項目、

即ち１７項目合計点と連動しない項目。 

④A) 入院中や通院移行後の暴力や自殺企

図などの問題行動を予測する項目と、 

B)問題事象を何も予測しない項目。 

第 3版への改訂に当たっての議論は昨年の

総括研究報告書 2)に記したが、①B)評定者間

信頼性の低い項目、および②B)妥当性に疑問

の生じた項目は改訂することとした。一方で、

③B)尺度全体の内的整合性を下げる項目に

ついては、医療観察法の目的自体が再他害行

為防止に絞られていないため、共通評価項目

も他害リスクの評価だけに絞ることができな

いと理由から、留保することとした。同様に

④B)入院中や通院移行後の問題事象を何も

予測しない項目も留保し、②C)妥当性の指標

として適切な尺度がなくて調べられなかった

項目も留保した。 

次項において、中項目ごとにこれまでの研

究結果を抜粋し、第 3版への改訂について記

す。 

 

１）精神病症状 

【精神病症状】は表 2 のように中項目及び

全ての小項目が十分な評定者間信頼性を示し

た。収束妥当性としては、症状評価との相関

は調べられていないが、GAFとの相関は十分

であった。 

表 1 中、予測力の研究結果の空欄になって

いる箇所は、COX比例ハザードモデルによる

解析において 5%水準で有意とならなかった

箇所である。問題事象の予測力に関しては、

中項目および全ての小項目が入院の長期化に

関わる一方で、【６）誇大性】が通院移行後の

精神保健福祉法入院の予測に関わり、【４）精

神病的なしぐさ】が院内暴力の予測に関わっ

た以外は何も予測しなかった。 

ここから本項目は症状の重篤度の評価とし

て一定の妥当性が得られ、治療の進展の指標

として使われている一方、将来の問題事象の

予測としては必ずしも適切ではないとも考え

られるが、前記の改訂方針通り、評定者間信

頼性や収束妥当性に明らかな問題がないため、

第 3版では小項目の構成も含めて第 2版から

継続する 

 

２）非精神病性症状 

表 3のように、【非精神病性症状】中項目の

評定者間信頼性は十分であるが、小項目は３
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項目を除いて評定者間信頼性が不十分で、

【９）意識障害】に至っては該当事例数が少

なかったこともあり 0.1にも満たなかった 

収束妥当性の観点では、【１）興奮・躁状態】

【２）不安・緊張】【３）怒り】【４）感情の

平板化】の各項目及び中項目との GAF との

相関、BSI【社会的リスクアセスメント】と

【１）興奮・躁状態】【３）怒り】との相関、

BSI【コミュニケーションとソーシャルスキ

ル】と【４）感情の平板化】との相関は妥当

性として肯定的な結果と言える。【８）知的障

害】と IQとの－.76という強い相関は併存的

妥当性が示されたと言える。一方で他の小項

目は妥当性の指標は得られていない。 

 表４より、予測妥当性に関しては中項目【非

精神病性症状】が院内暴力・院内自殺企図の

予測に関わり、小項目は【１）興奮・躁状態】

【３）怒り】は退院後の問題行動や暴力等を

予測、【２）不安・緊張】が退院後の暴力と院

内自殺企図を予測、【５】抑うつ】は精神保健

福祉法入院と退院後の自殺企図を予測、【８）

知的障害】は退院後の暴力と院内暴力を予測

する等、複数の小項目で予測力が認められた。

一方で 【６）罪悪感】【７）解離】【９）意識

障害】は、いずれの項目も 1点以上の評定の

出現が稀なこともあり、何も予測しなかった。 

 これらの結果を受け、第 3版への改訂にお

いては、出現頻度が非常に低く、評定者間信

頼性が低いとともに妥当性の指標としても有

効なものが得られていない【６）罪悪感】【７）

解離】【９）意識障害】は削除した。評定者間

信頼性が十分でないが、通院移行後の暴力や

自殺企図の予測力が示されている【１）興奮・

躁状態】【２）不安・緊張】【５）抑うつ】の

3項目はアンカーポイントの修正を行った。 

【８）知的障害】は通院移行後の暴力や院

内暴力の予測力も認められている重要な要素

である一方で、治療経過を通じて変化しにく

い性質のものであり、第 3版では新たな中項

目【認知機能】に分類した。 

 

３）自殺企図 

 表 5のように【自殺企図】の項目は評定者

間信頼性が 0.53と、十分とされる 0.6にやや

不足した。収束妥当性については検証できて

いない。項目反応理論による分析では識別力

が極端に低く、また【自殺企図】項目によっ

て 17項目全体の内的整合性を下げている。 

表 6より【自殺企図】の項目の予測妥当性

では、院内自殺企図の予測には関わったが、

退院後の自傷・自殺企図の予測にはつながら

なかった。 

第 3版への改訂においては、共通評価項目

をリスク評価に絞ることはできないとし、尺

度としての内的整合性は重視しないこととし

たため、【自殺企図】が内的整合性を下げる事

は問題視しないこととして項目は保持した。

しかし評定者間信頼性が十分でなかったこと

から、アンカーポイントを修正した。さらに、

初版、第 2版と引き継がれた「自傷行為は希

死念慮を伴っているときにのみ 1点以上の評

価とし、希死念慮の伴わない場合には 0点と

する」という評価基準は、希死念慮の伴わな

い自殺類似行為、あるいは致死的でない方法

による自傷であっても、将来の自死に至る危

険性を高めるという先行研究と矛盾するため

に削除し、希死念慮の伴わない自傷行為も評

価の対象とした。 

 

４）内省・洞察 

表 7のように【内省・洞察】は中項目及び

全ての小項目が十分な評定者間信頼性を示し

た。 

収束妥当性としては DAI-30 との相関は低

いが、中項目および小項目【３）病識】が SAI-J

合計点および SAI-J【自己の疾病についての

認識】との弱い相関、中項目および小項目【４）

対象行為の要因理解】が BSI洞察との弱い相
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関が得られており、収束妥当性の一定の傍証

が得られたと言える。一方で小項目【１）対

象行為への内省】【２）対象行為以外の他害行

為への内省】は適切な尺度がなく、収束妥当

性の検証はできていない。 

表 8より、予測妥当性の観点では、中項目

【内省・洞察】と全ての小項目が入院の長期

化に関わっているが、通院移行後および院内

での暴力や問題行動の予測に関わったのは小

項目【２）対象行為以外の他害行為への内省】

と【４）対象行為の要因理解】の２項目に留

まった。なお【４）対象行為の要因理解】は

評定が低い方が症状悪化による精神保健福祉

法入院をしやすいという結果になっている。

しかし症状悪化による精神保健福祉法入院に

ついては ICF の下位項目と症状悪化による

精神保健福祉法入院との関連を見た研究 1) 

において【敬意と思いやり】【寛容さ】【合図】

【危機への対処】の 4項目に測られる機能が

高い方が症状悪化による入院をしやすいとい

う結果が得られており、病状が悪化しやすい

という影響よりも、病状の悪化を自ら認め、

また入院を受け入れるという機能の高さが症

状悪化を理由とした精神保健福祉法入院につ

ながっていると考えられた。故に【４）対象

行為の要因理解】が低い方が症状悪化による

精神保健福祉法入院をしやすいという結果は

必ずしも問題ではなく、対象行為の要因理解

ができていると、通院移行後に症状が悪化し

た時に、自らの病状悪化を認めて入院を受け

入れやすいと解釈することができる。 

このように【内省・洞察】に関しては将来

の問題事象の予測という点では【２）対象行

為以外の他害行為への内省】と【４）対象行

為の要因理解】の２項目のみで十分というこ

ともできるものの、前記の改訂方針通り、評

定者間信頼性や収束妥当性に明らかな問題が

ないため、第 3版では小項目の構成も含めて

第 2版から継続する 

 

５）生活能力 

表 9 のように【生活能力】は全 14 の小項

目のうち【１）生活リズム】、【２）整容と衛

生】、【３）金銭管理】、【４）家事や料理】、【５）

安全管理】、【７）コミュニケーション】、【８）

社会的引きこもり】、【９）孤立】、【10）活動

性の低さ】の 9項目は十分な評定者間信頼性

が得られたが、中項目および 3) 【６）社会資

源の利用】、【11）生産的活動・役割】、【12）

過度の依存】、【13）余暇を有効に過ごせない】、

【14）施設への過剰適応】の 5小項目は十分

な評定者間信頼性が得られなかった。 

表 9では BSIの因子、ICFの下位項目のう

ち、【生活能力】各小項目と概念的に関連が想

定される組み合わせを枠囲みで示している。

【11）生産的活動・役割】【14）施設への過

剰適応】は概念的に収束妥当性を示せる下位

因子がなく、検証できていないが、他の項目

は BSI や ICF の関連する項目との弱い相関

～中程度の相関が認められた。 

予測妥当性の点では表 10 のように【３）

金銭管理】と【４）家事や料理】は特に通院

移行後の問題行動、暴力、精神保健福祉法入

院に対して予測力があり、【４）家事や料理】

は通院移行後の自殺企図に対しても予測力が

認められた。【１）生活リズム】と【５）安全

管理】は院内暴力の予測にもかかわり、日常

生活能力の重要性が示唆された。 

第 3版への改訂に当たり、評定者間信頼性

が不十分であった【12）過度の依存】と【14）

施設への過剰適応】は削除し、【11）生産的

活動・役割】と【13）余暇を有効に過ごせな

い】は統合して【生活のバランス】という新

たな項目として再構成した。【６）社会資源の

利用】はアンカーポイントを修正し、【公共機

関の利用】とした。また表 9の因子分析結果

2)から【生活能力】の 14の小項目は３つの因

子に分かれており、第 4因子に分類されてい
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た【12）過度の依存】と【14）施設への過剰

適応】は削除するため、信頼性・妥当性の認

められた 9 小項目と、項目に修正を加えた 2

小項目とを因子分析結果に従って２つの中項

目に分割した。 

 

６）衝動コントロール 

【衝動コントロール】は表 11 のように中

項目、小項目いずれも十分な評定者間信頼性

が得られている。収束妥当性では中項目と

GAF、BSIの【社会的リスクアセスメント】

項目との相関が十分あり、小項目【１）一貫

性のない行動】【２）待つことができない】【３）

先の予測をしない】が低 IQ と相関すること

は収束妥当性の傍証と言える。しかしながら

衝動性そのものの尺度との関連は検証してお

らず、十分な基準関連妥当性が得られている

とは言えない。 

予測妥当性の面では表 12 より中項目【衝

動コントロール】および 5小項目全てが通院

移行後の暴力と問題行動を予測し、【１）一貫

性のない行動】と【２）待つことができない】

は精神保健福祉法入院の予測にもかかわった。 

このように【衝動コントロール】とその小

項目は信頼性があるとともに将来の問題事象

の予測に関わる重要な項目と言え、第 3版へ

の改訂に当たっては中項目・小項目ともに変

更せず維持した。 

 

７）共感性 

【共感性】は表 13 より評定者間信頼性が

0.53 と、十分とされる 0.6 にやや不足した。

収束妥当性では GAF および BSI【共感】と

の弱い相関が認められており、収束妥当性と

しての一定の傍証ともいえるが、BSIは【共

感】という本項目と同じ対象を測定している

ものであるため、絶対値が 0.29ではやや不足

していると見ることもできる。 

表 14 のように予測妥当性研究では入院の

長期化因子になっているものの、通院移行後

の暴力や問題行動、入院中の暴力とも関係し

ていない。 

第 3版への改訂は、前述のように評定者間

信頼性を上げることを一つの重要なポイント

としているため、本項目も改訂を行ったが、

本項目の級内相関係数の低さはアンカーポイ

ントで「2 点は特別な場合に限る」という条

件があり、評定値が０，１，２の 3段階では

なく、ほぼ 0と 1の 2段階で推移したことの

影響が強く疑われたため、第 3版への改訂に

際してはこの条件を削除し、2 点も含めて評

定しやすい構成にアンカーポイントを改めた。 

 

８）非社会性 

表 15 のように【非社会性】は小項目【性

的逸脱行動】のみ級内相関係数が 0.721と十

分な値で、他の小項目、中項目はいずれも 0.6

を下回った。これは各小項目の出現頻度が非

常に低いことが大きく影響している。 

収束妥当性では BSI【社会的リスクアセス

メント】との弱い相関が多くの小項目と中項

目に認められており、一定の収束妥当性が示

されたものの、信頼性の問題から改訂の必要

が認められた。 

表 16 のように中項目は通院移行後の問題

行動、暴力、精神保健福祉法入院の予測にか

かわった。小項目の結果は多くの箇所で

「p<0.05」という記載をしているが、これは

COX 比例ハザードモデルによる解析が５％

水準で有意になったものの、いずれも 1点以

上の発生件数が 15 人未満であり、比例ハザ

ード性の確認ができず、生存曲線の群間比較

もできなかった項目もある。 

第 3版への改訂に当たっては、評定者間信

頼性の認められた【性的逸脱行動】を単一の

中項目とし、残りの小項目は個々に評価して

も頻度の低さから十分な評定者間信頼性が得

られないために、個々に評価することを廃止
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し、【反社会性】としてアンカーポイントの修

正を行った。 

 

９）対人暴力 

【対人暴力】は表 17 のように評定者間信

頼性は十分高く、GAFとの弱い相関も認めら

れている。一方で BSI【社会的リスクアセス

メント】との相関がなく、表 18 の予測力の

結果を見ても入院の長期化には関わるが、通

院移行後や入院中の暴力や問題行動の予測に

は関連しない。 

入院医療機関での使用を鑑みると、評価期

間である３ヶ月間に暴力があれば 2点、最後

の暴力から３ヶ月が経過すれば０点になって

おり、この項目が以後の暴力につながらない

ということを考えると、暴力の履歴以上の意

味を持たないと言える。そのため、評定者間

信頼性は充足しているものの第 3版からは廃

止した。 

 

10）個人的支援 

【個人的支援】は表 19 のように評定者間

信頼性が 0.58と、十分とされる 0.6にわずか

に不足した。収束妥当性では ICFの環境因子

との相関において一定の結果が得られた。表

20より、予測妥当性としては通院移行後の問

題行動の予測に影響することが明らかになっ

ている。 

第 3版への改訂に当たっては、評定者間信

頼性を上げるためにわずかにアンカーポイン

トの修正を行った。 

 

11）コミュニティ要因 

【コミュニティ要因】は表 21 より評定者

間信頼性は十分高く、収束妥当性では ICFの

環境因子との相関において十分な結果が得ら

れた。表 22 から、予測妥当性としては入院

の長期化には関わるが、通院移行後の暴力や

問題行動には影響しなかった。 

第 3版への改訂に当たっては、予測妥当性

は認められていないが、信頼性と収束妥当性

について十分な結果が得られていることから、

変更なしとした。 

 

12）ストレス 

【ストレス】は表 23 のように評定者間信

頼性が 0.54と、十分とされる 0.6にやや不足

した。【共感性】や【治療効果】のように特定

の評定値をつけることに対する特別なルール

があるわけではないが、0 点と評価されにく

いことが評定者一致度の低下を招いている。 

収束妥当性では GAFとの相関、ICFの【ス

トレスへの対処】との相関が得られているが、

ICF【ストレスへの対処】との相関は 0.23と

弱い相関にとどまっており、十分な結果とは

言いがたい。 

表 24 より、予測妥当性の面では通院移行

後の暴力や問題行動、入院中の自殺企図の予

測に関わる重要な項目である。それ故、第 3

版への改訂に当たっては、0 点の評定をつけ

やすくし、評定者一致度を向上させるために

アンカーポイントの修正を行った。 

 

13）物質乱用 

 【物質乱用】は表 25 より十分な評定者間

信頼性が認められ、収束妥当性の点でも、薬

物乱用者を除いて AUDIT との相関を調べた

ところ r=.58 と十分な結果が得られている。

項目反応理論による分析では識別力が極端に

低く、また【物質乱用】項目によって 17 項

目全体の内的整合性を下げている。 

表 26 より、予測妥当性としては通院移行

後の問題行動と関わっている。 

静的な評価になることから共通評価項目の

17項目の中では【自殺企図】と同様に異質な

項目となっていると考えられるが、第 3版へ

の改訂に当たっては、尺度としての内的整合

性は重視しないとの方針の下、評定者間信頼
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性と収束妥当性が得られていることもあり、

変更せず継続した。 

 

14）現実的計画 

【現実的計画】は表 27より【４）生活費】

の項目のみ 0.59と、十分とされる 0.6にわず

かに不足し、他の小項目及び中項目は十分な

評定者間信頼性が認められた。 

予測妥当性に関しては【４）生活費】が院

内自殺企図に関わった他は、【１）退院後の治

療プランへの同意】と【３）住居】が通院移

行までの期間に影響した以外は予測力を持た

なかった。項目の特性上、収束妥当性の指標

となる他の尺度がなく、収束妥当性の検討は

できていない。指定入院医療機関からの退院

に当たって最も重要視される項目でありなが

ら、通院移行後の問題事象に対する予測力を

持たないことは欠点であるが、第 3版への改

訂に当たっては評定者一致度の不十分であっ

た【４）生活費】を修正した以外は第 2版の

内容のままとした。 

 

15）コンプライアンス 

【コンプライアンス】は表 28 より十分な

評定者間信頼性が示され、収束妥当性では

GAF、BSIの【洞察】、SAI-J合計点や SAI-J

【自己の疾病についての認識】との相関が認

められた。 

一方、表 29より DAI-30との相関は非常に

低い値であった 12)（表 7）。DAI-30が服薬に

ついての意識を問うものであり、心理社会的

治療も含めた治療全体への同意を問う【コン

プライアンス】とは異なるとはいえ、0.1 を

切る DAI-30 との相関は低すぎると言わざる

を得ない。 

予測妥当性研究では表 30 のように入院長

期化と関わる以外は、将来の問題事象に対す

る予測力は認められなかった。 

第 3版への改訂に当たっては、収束妥当性

の問題から項目の改訂を行うこととした。治

療への同意についての概念がコンプライアン

スからアドヒアランスに移り変わっているこ

ともあり、項目を【コンプライアンス】から

【アドヒアランス】に変更した。 

 

16）治療効果 

表 31 より【治療効果】の項目は評定者間

信頼性が 0.507と、十分とされる 0.6に届か

なかった。構成概念妥当性としては GAF お

よび IQ との弱い相関が認められているが、

本項目で測定しようとしている治療効果を測

る他の尺度として適当なものがないため、必

ずしも十分な妥当性が得られているとも言え

ない。 

予測妥当性研究では表 32より入院長期化、

通院移行後の暴力や問題行動の予測に関わる

項目であることが示されている。 

第 3版への改訂は、評定者間信頼性を上げ

ることを重視しているため、本項目も改訂を

行った。【共感性】と同様に本項目の級内相関

係数の低さはアンカーポイントで「2 点は特

別な場合に限る」という条件があり、評定値

が０，１，２の 3段階ではなく、ほぼ 0と 1

の 2段階で推移したことの影響が強く疑われ

たため、第 3版への改訂に際しては、治療効

果が望めないときのみ 2点と評定するルール

を廃し、アンカーポイントを改めた。 

 

17）治療・ケアの継続性 

【治療・ケアの継続性】は表 33 から全て

の小項目と中項目で十分な評定者間信頼性が

示された。一方で項目の特性上、収束妥当性

の指標となる尺度がなく、収束妥当性の検討

が十分できているとは言い難い。 

予測妥当性としては【１）治療同盟】が院

内自殺企図に関わった他は、入院期間への影

響のみである。通院移行後の体制を評価する

【２）予防】や【５）緊急時の対応】も含め
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て通院移行後の暴力や問題行動を予測しなか

った。 

第 3版への改訂に当たっては、評定者間信

頼性の低い項目、および妥当性に疑問の生じ

た項目は改訂するとの方針のため、改訂せず

に留保するということも考えられたが、通院

移行後の問題事象への予測力を高めるため、

クライシスプランの有無だけを問うていたこ

とが影響している可能性を考え、【２）予防】

と【５）緊急時の対応】の 2小項目のアンカ

ーポイントの修正を行った。 

 

ROC 曲線下面積（AUC）の解析結果に基

づく予測のための項目セット 

本研究 2年目には通院移行後の暴力、問題

行動、自殺企図、また指定入院医療機関入院

中の暴力や自殺企図を予測するための項目の

セットを抽出する研究を繰り返した 2)。本項

では第 3版の使用の際に算出し、医療の参考

とされたい項目のセットを紹介する。以下の

項目のセットを抽出したプロセスについては

昨年の報告書 2)を参照されたい。なお、項目

名と、項目名に付した小項目の番号は第 3版

でのものである。 

ａ．通院移行後の暴力・問題行動の予測 

【衝動コントロール】【非精神病性症状３）

怒り】【日常生活能力３）家事や料理】【物質

乱用】【性的逸脱行動】【個人的支援】【衝動コ

ントロール１）一貫性のない行動】の合計点 

昨年度の研究結果 2)より、以下のようにそ

れぞれ高い予測力が得られた。 

①通院移行後 3 年以内の暴力の予測 

AUC=.792 

②2 年間追跡できたサンプルでの暴力の予

測 AUC=.771 

③通院移行後 3 年以内の問題行動の予測 

AUC=.803 

④2 年間追跡できたサンプルでの問題行動

の予測 AUC=.717 

退院申請時点における【衝動コントロール】

【個人的支援】【物質乱用】【非精神病症状３）

怒り】【生活能力４）家事や料理】【衝動コン

トロール１）一貫性のない行動】【性的逸脱行

動】の 7項目合計点による、通院移行後 2年

以内の問題行動・暴力のクロス集計表を表 34

に示す。前記のＡＵＣを算出した解析では①

③の追跡期間の長短に関わらずに 3年以内に

何らかの暴力ないし問題行動が生じた群と、

3 年間の追跡が終了し、いずれの暴力ないし

問題行動のなかった群との比較も行っている

が、これらの解析では暴力あり群・問題行動

あり群は追跡期間が 3年に満たないものも含

んでいる一方、暴力なし群・問題行動なし群

は 3 年間追跡できた事例に限っているため、

項目のセットを抽出する上では有効であるが、

ベースレートは見かけよりも高くなる。その

ため、ＡＵＣを算出した解析のうち②と④に

ついてクロス集計表を示した。こちらは医療

観察法再入院申し立てにより追跡が途切れた

事例が除外されているという問題があるが、

上記①③よりもベースレートが真の値に近い。

表 34 から、問題行動発生率が上昇する 3 点

以上をカットオフ値とした際の 2年以内の問

題行動・暴力発生のクロス集計表を表 35 に

示した。ここから、仮にカットオフ値を 3点

に取れば、上記 7項目合計点が 3点以上であ

れば通院移行後 2年以内に何らかの問題行動

が生じる危険率が 37％、何らかの暴力が生じ

る危険率が 28％となり、2点以下であれば問

題行動の生じる確率が 10％、何らかの暴力が

生じる確率が６％となる。3 点以上でも問題

行動や暴力の生じない可能性の方が高いが、

一つの目安として考えることはできよう。医

療観察法施行前にはリスクアセスメント、暴

力の予測について批判も多かったが、海外の

リスクアセスメント研究を紐解くと、

Baxtrom研究 18)において、危険性を根拠に強

制入院させられていた 966人の多くが他害行
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為を行わなかったという結果から臨床家の再

犯予測への批判が始まった歴史がある。言い

換えると統計的なリスクアセスメントは真陽

性を増やすこともさることながら、偽陽性を

減らすことにその意義が大きいと言える。本

項に示した問題行動・暴力の予測セットは、

他害リスクの低い対象者を抽出して早期退院

につなげるために効果的に利用されたい。 

ｂ．通院移行後の自殺企図の予測 

【日常生活能力３）家事や料理】 

【日常生活能力３）家事や料理】一項目の

みで通院移行後 3 年以内の自殺企図が

AUC=.792という高い精度で予測ができた 19)。

なお、自殺が既遂に至れば追跡が打ち切られ

ることもあり、先の暴力・問題行動の予測の

ような 2年間追跡できたサンプルでの予測研

究は行っておらず、3 年以内の発生のみの解

析であるため、ベースレートが見かけ上高く

なるためクロス集計表はここでは示さない。 

ｃ．指定入院医療機関入院中の自殺企図の

予測 

 【非精神病性症状４）感情の平板化】【衝動

コントロール１）一貫性のない行動】 【治療・

ケアの継続性１）治療同盟】の合計点 

昨年度の研究結果 2)より、以下の予測力が

得られた。 

入院時初回評価による 3項目の合計点によ

って入院 3 週～4 ヶ月の院内自殺企図の予測 

AUC=.760 

 入院時初回評価による 3項目の合計点によ

って全入院期間中の院内自殺企図の予測 

AUC=.695 

 入院時初回評価における【非精神病性症状

４）感情の平板化】【衝動コントロール１）一

貫性のない行動】【治療・ケアの継続性１）治

療同盟】の合計点による入院３週～４ヶ月の

院内自殺企図の有無のクロス集計表を表 36

に示す。入院期間全体の予測をすれば上記の

ように AUC=.695と十分な値ではなくなる

が、予測の期間を 3ヶ月間程度に絞ると

AUC=.760と高い予測力となる。しかし表 36

のクロス集計表のように、ベースレートが

２％と低く、3項目合計が満点であれば 3ヶ

月間の院内自殺企図の危険率が９％に上昇す

るとはいえ、それでも 9割は自殺企図を行わ

ない。一つの注意喚起の指標とされたい。 

 

第 2版の因子分析結果と第 3版での配列変

更 

第 1章に示したように、共通評価項目初版

及び第 2版にある大項目は、研究班による 17

項目の提出後に厚労省によって加えられたも

のである。項目ごとのこれまでの研究結果の

紹介の中で、【生活能力】を第 3 版では因子

分析結果に従って２つの中項目に分割するこ

とを記した。第 3版では、併せて中項目の因

子分析結果を利用し、中項目の配列の変更と

大項目のカテゴリ分けの見直しを行った。 

 本研究初年度の研究報告書より中項目の因

子分析結果を表 37 に示す。初版、第 2 版で

は【精神病症状】【非精神病性症状】【自殺企

図】が「精神医学的要素」としてまとめられ

ていたが、因子分析を行ったところ、「精神医

学的要素」「個人心理的要素」「対人関係的要

素」「治療的要素」に分かれていた【精神病症

状】【内省・洞察】【共感性】【治療効果】【コ

ンプライアンス】が一つの因子にまとまり、

逆に「精神医学的要素」とされていた【非精

神病性症状】は【衝動コントロール】【ストレ

ス】【生活能力】等と同じ因子にまとまった。

これらの結果に従い、第 3版では中項目の配

列を変更した。第 3版の項目と配列、因子を

表 38 に示す。項目の配列が変更されたこと

で、一見して大きな改訂がなされたように見

えるが、第 3版のベータテストの際にも「下

位項目の配列が変更されたが、評定してみる

とあまり気にならない。以前よりすっきりし

て考えやすくなった」「配列の変更により、な
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んとなく人を捉える感じがした」との感想も

得られている 2)。 

 以上に示した、１）評定者間信頼性の低い

項目、および妥当性に疑問の生じた項目の改

訂、２）問題事象の予測につながる項目のセ

ットの明示、３）因子分析に基づく配列の変

更の三点が第 3版への改訂のポイントである。 

 

 第 3版の評定者間信頼性の検証 

 本研究 3年目の成果として、作成した共通

評価項目第 3版の評定者間信頼性の検証を行

った。各項目の級内相関係数の結果と、第 2

版との比較を表 38に示す。表 38より、項目

の級内相関係数が 0.6 に満たなかったのは

【活動性・社会性２）コミュニケーション技

能】（ICC=0.580）、【衝動コントロール１）一

貫性のない行動】（ICC=0.578）の二項目のみ

である。この二項目はわずかに 0.6 に及ばな

かったが、これらはいずれも第 2版の評定者

間信頼性の検証の折に十分な級内相関係数が

得られ、アンカーポイントの修正を行わなか

った項目である。それ故にこの二項目が評定

者間信頼性に問題があるとは必ずしも言えな

いと考えられ、第 2版のように信頼性・妥当

性に明らかな問題のある項目は第 3版では修

正が完了したと言える。前述のように共通評

価項目はリスクのアセスメントに特化するこ

とができないが、問題事象の予測につながる

項目のセットの明示を行い、中項目の合計で

はなく、これらの AUC に基づく項目のセッ

トの合計を算出することでリスクの評価を部

分的に行うことができる。 

 以上のような研究結果とそれに基づくプロ

セスで共通評価項目を第 3版へと改訂し、十

分な評定者間信頼性が得られ、一部収束妥当

性の担保された尺度へと刷新できたことが、

本研究 3年間の成果である。次頁以下に共通

評価項目第 3版を示すと共に、第 3版の臨床

利用について述べたい。 
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表 1 共通評価項目の信頼性と妥当性に関する研究リスト 
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表 2 【精神病症状】結果一覧 

 

 

表 3 【非精神病性症状】結果一覧 

 

 

表 4 【非精神病性症状】予測力の研究結果一覧 
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表 5 【自殺企図】結果一覧 

 

 

表 6 【自殺企図】予測力の研究結果一覧 

 

 

表 7 【内省・洞察】結果一覧 

 

 

表 8 【内省・洞察】予測力の研究結果一覧 
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表 9 【生活能力】結果一覧 

 

 

表 10 【生活能力】予測力の研究結果一覧 

 

 

 

表 11 【衝動コントロール】結果一覧 
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表 12 【衝動コントロール】予測力の研究結果一覧 

 

 

表 13 【共感性】結果一覧 

 

 

表 14 【共感性】予測力の研究結果一覧 

 

 

表 15 【非社会性】結果一覧 
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表 16 【非社会性】予測力の研究結果一覧 

 
 

表 17 【対人暴力】結果一覧 

 
 

表 18 【対人暴力】予測力の研究結果一覧 

 
 

表 19 【個人的支援】結果一覧 

 
 

表 20 【個人的支援】予測力の研究結果一覧 

 
 

表 21 【コミュニティ要因】結果一覧 
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表 22 【コミュニティ要因】予測力の研究結果一覧 

 

 

表 23 【ストレス】結果一覧 

 

 

表 24 【ストレス】予測力の研究結果一覧 

 

 

表 25 【物質乱用】結果一覧 

 

 

表 26 【物質乱用】予測力の研究結果一覧 
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表 27 【現実的計画】結果一覧 

 

 

表 28 【コンプライアンス】結果一覧（１） 

 

 

表 29 【コンプライアンス】結果一覧（２） 

 

 

表 30 【コンプライアンス】予測力の研究結果一覧 

 

 

表 31 【治療効果】結果一覧 
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表 32 【治療効果】予測力の研究結果一覧 

 

 

表 33 【治療・ケアの継続性】結果一覧 

 

 

表 34 退院申請時点における【衝動コントロール】【個人的支援】【物質乱用】【非精神病症状３）

怒り】【日常生活能力３）家事や料理】【衝動コントロール１）一貫性のない行動】【性的逸脱行

動】合計点による、通院移行後 2年以内の問題行動・暴力のクロス集計表 
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表 35 退院申請時点における【衝動コントロール】【個人的支援】【物質乱用】【非精神病症状３）

怒り】【日常生活能力３）家事や料理】【衝動コントロール１）一貫性のない行動】【性的逸脱行

動】合計点 3点をカットオフ値とした際の、通院移行後 2年以内の問題行動・暴力のクロス集

計表 

 

 

表 36 入院時初回評価における【非精神病性症状４）感情の平板化】【衝動コントロール１）一

貫性のない行動】【治療・ケアの継続性１）治療同盟】の合計点による入院３週～４ヶ月の院内

自殺企図の有無のクロス集計表 
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表 37 中項目の因子分析結果 
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表 38 第 3版項目と級内相関係数 

 


